
⑥ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

上記のサービス利用料金１回あたりに下記の料金が加算されます。

１割負担 ２割負担 ３割負担

（１日につき） （１日につき） （１日につき）

60円 60円 60円
２．うち、介護保険から

　　給付される金額

３．サービス利用に係る

　　自己負担額

⑦ 次のサービスの提供を行った場合の加算

１割負担 ２割負担 ３割負担

通所介護特別入浴介助加算 通所介護特別入浴介助加算 通所介護特別入浴介助加算

（１日につき）４００円 （１日につき）４００円 （１日につき）４００円

２．うち、介護保険から

　　給付される金額

３．サービス利用に係る

　　自己負担額

⑧ 処遇改善加算（Ⅱ）

１月の総単位数×９０／１０００（９．０％）

⑨ 送迎減算

送迎サービスの提供を行わなかった場合は片道当たり右記の料金が減算されます。　　　－４７円

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い 

いただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます

（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。

償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した

「サービス提供証明書」を交付します。

☆ ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照）

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を

変更します。

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第5条、第6条参照）

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

40円 80円 120円

１．サービス利用料金

１．サービス利用料金

48円 42円

12円 18円

360円 320円 280円

54円

6円
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